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日本原電は、東海第二原発の敷地内に地震計を設置し、地震動を観測している。

【図１】



日本原電は、基準地震動の策定にお
いて、断層モデルによる方法（地震動
シミュレーション）について「経験的
グリーン関数法」を用いている。

これは、強震動予測地点で、想定し
た大地震と同一の震源域で起こった小
地震による強震記録（観測波形）が得
られている場合、想定地震の断層破壊
過程を考慮して、小地震の観測波形を
グリーン関数とみなして、多数重ね合
わせて想定地震の時刻歴波形を求める
方法である。甲Ｄ５３号証

地震観測記録は、どのように使われているのか？ 【図２】



甲Ｄ4号証『地震の揺れを科学する』１５１頁

強震動予測地点で、想定した大地震と同一の
震源域で起こった小地震による強震記録（観
測波形）が得られている場合、想定地震の断
層破壊過程を考慮して、小地震の観測波形を
グリーン関数とみなして、多数重ね合わせて
想定地震の時刻歴波形を求める方法である。

断層モデルによる方法（地震動シミュレーション）
「経験的グリーン関数法」強震動予測地点

【２つの前提条件】
１ 大地震の断層面における断層運動が経験
的な法則にしたがって小地震の断層運動を多
数重ね合わせることにより表現できること。
２ 断層面上のある一点から放出された地震
波の伝播性状（地球の応答性状）は、大地震
でも小地震でも観測点位置が変わらなければ
同じだということ。すなわち、地震波が伝播
する地下構造の影響は、大地震でも小地震で
も変わらないということ。

【図３】



日本原電は、基準地震動の策定において、断
層モデルによる方法（地震動シミュレーショ
ン）について「経験的グリーン関数法」を用い
ている。

たとえば、海洋プレート間地震では、以下の
２つの小地震による強震記録（観測波形）が用
いられている。
2011年3月10日 地震 M6.8、深さ9.3km、
地震モーメント5.51E+18 N・m）

2009年2月1日 地震 M5.8、深さ47.0km、
地震モーメント 4.65E+17 N・m）

甲Ｄ５３号証

地震観測記録は、どのように使われているのか？

→地震観測記録は、基準地震動の策定に、直接用いられている。
しかし、日本原電は地震観測記録のデジタルデータを規制委員会に提出しておらず、
規制委員会はこれを検証していない。
デジタルデータが開示されなければ、一審原告も、これを検証できない。

【図４】



【図５】甲Ｄ５３号証 地震観測記録は、どのように使われているのか？

→地震観測記録は、地下構造による検討（地盤モデルの設定）にも用いられている。
しかし、日本原電は地震観測記録のデジタルデータを規制委員会に提出しておらず、
規制委員会はこれを検証していない。
デジタルデータが開示されなければ、一審原告も、これを検証できない。



地震動観測記録のデジタルデー
タ（元データ）は、地震発生と
同時に記録され、速やかに公開
されている。
（左は、防災科学研究所ＨＰ）

日本原電も、このような形式で
デジタルデータ（元データ）を
記録し保管しており、これを開
示することには、各段の手間も
時間も費用もかからない。

防災科学研究所HP

【図６】



日本原電資料

一般に地震動は、
・地震基盤から地表に至る堆積層の影響（地震増幅特性、サイト増幅特性）
・震源から地震基盤に至る伝播経路の影響 （伝播経路特性）
・震源断層の破壊過程の影響（震源特性）
の三者によって決まるとされている。

東海第２甲D194野津意見書 25頁～26頁

【図７】

甲Ｄ４号証

日本原電による地下構造による検討（地盤モデルの設定）についての具体的疑い



常陸那珂-U

東海第二発電所

6km

東海第二発電所

常陸那珂-U

6.8km

東海第二地震観測点（A地点）

 36.4643N, 140.606E
常陸那珂-U 地震観測点 

36.409N, 140.607E

【図８】日本原電による地下構造による検討（地盤モデルの設定）についての具体的疑い

港湾地域強震観測の常陸那珂U観測点は、東海第二発電所から、南に6kmしか離れていない。
地震基盤までの、伝播経路特性は同じとみなせる。



東海第二発電所
地震観測点

常陸那珂-U
地震観測点

地震観測点 東海第二原発
と常陸那珂-Uの地質図
（シームレス地質図より）

東海第二発電所

常陸那珂-U

発電所敷地と常陸那
珂ーUの地層は、完新
世の堆積岩であり、
大きく異ならない。

サイト増幅特性も、
大きく異ならないな
いはずである。

【図９】日本原電による地下構造による検討（地盤モデルの設定）についての具体的疑い



東海第２甲D194野津意見書 図17

0.1

2

4

6
8

1

2

4

6
8

10

2

4

6
8

100

サ
イ

ト
増

幅
特

性
（

地
震

基
盤

～
地

表
）

2 3 4 5 6
1

2 3 4 5 6
10

周波数 (Hz)

 IBR003
 常陸那珂-U
 常陸那珂-F
 IBRH18

常陸那珂-U 地点での経験的サイト増幅特性

近隣の常陸那珂-U 地点での
地震観測記録に基づく、周期
3Hz（0.3秒）～1Hz（1秒）
の地震基盤～地表のサイト増
幅特性は、５倍～１０倍ある。

野津証人は、強震記録を利用する方法（スペクトルイ
ンバージョン）で、サイト増幅特性を評価した。

46)野津厚，長尾毅，山田雅行：スペクトルインバー
ジョンに基づく全国の強震観測地点におけるサイト
増幅特性とこれを利用した強震動評価事例，日本地
震工学会論文集，Vol.7，pp.215-234，2007.

https://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/jbn-
bsi/taisin/siteamp/siteamplification_1112cd.html

東海第２甲D194野津意見書 25頁～26頁

【図１０】日本原電による地下構造による検討（地盤モデルの設定）についての具体的疑い



日本原電の地盤モデル
（SGFモデル・留萌モデ
ル）では、発電所敷地にお
ける地震基盤～地表のサイ
ト増幅特性は、1～3倍程度
しかないと主張する。

原審日本原電最終準備書面146頁

近隣の常陸那珂-U 地点での
地震観測記録に基づく、周
期0.3秒～１秒の地震基盤～
地表のサイト増幅特性は、
５倍～１０倍

【図１１】

日本原電が設定した地盤モデルに基づくサイト特性（地震基盤～地表のサイト増幅特性は1～3倍）は、近隣の常陸
那珂-U 地点での地震観測記録に基づく、地震基盤～地表のサイト増幅特性（５倍～１０倍）と乖離している具体的
疑いがある（「本件具体的疑い」）

日本原電による地下構造による検討（地盤モデルの設定）についての具体的疑い



原審日本原電最終準備書面
東海第２甲D194野津意見書 25頁～26頁

【図１２】本件具体的疑いの検証

東北地方太平洋沖地震
（本震、余震）

他の地震

IBR003 〇 〇

東海第二
〇

（公表されている）
非公表

常陸那珂Ｕ ×（欠測） 〇

【検証の方法】
東海第二発電所敷地で得られた地震観測記録について、

日本原電が公表しているのは、東北地方太平洋沖地震本
震とその最大余震の２つのみである。

しかし、同地震について常陸那珂Uでは欠測である。
他方、IBR003における地震観測記録は公表されている。

一方で、IBR003と常陸那珂Uで、同時に得られた他の
地震の記録は多数ある。

そこで、 IBR003を介して、東海第二発電所敷地と常
陸那珂Uを比較することが可能となる。



原審日本原電最終準備書面

東海第二発電所敷地の記録と、
IBR003の記録の重ね書き。

甲D201野津意見書（２）

【図１３】本件具体的疑いの検証

東北地方太平
洋沖地震本震と
その最大余震に
ついては、常陸
那珂Uでは欠測
である。



発電所敷地（最大余震）／IBR003

発電所敷地（本震）／IBR003
【１０倍】

【１０分の１倍】

発電所敷地は、
IBR003に対して、
周期0.3秒～１秒の地
震基盤～地表のサイ
ト増幅特性は、本震
では１倍～3倍程度、
余震では3～10倍程
度である。

甲D201野津意見書（２）

【図１４】本件具体的疑いの検証

常陸那珂ーU／IBR003

IBR003に対する東海第二発電所敷地の揺れの比率

東北地方太平洋沖地震本震と、最大余震を
比較すると、本震の方が、比が小さい。
本震は地震動が大きく、地盤の非線形性の
影響を受け、減衰定数が大きくなり、サイ
ト増幅特性が小さくなっていた可能性が高
い。



前の図に、さらに、別の地震における、常
陸那珂ーU／IBR003を加筆した。

すなわち、 IBR003を介して、発電所敷地
と常陸那珂ーUを比較していることになる
ところ、サイト増幅特性は、大きくは異な
らない。

地盤の非線形性の影響がない地震観測記録
が開示されれば、むしろ、発電所敷地のサ
イト増幅特性の方が、常陸那珂-Uのサイ
ト増幅特性よりも、大きい可能性さえある。

発電所敷地（最大余震）
／IBR003

発電所敷地（東北地方
太平洋沖地震本震）
／IBR003

常陸那珂ーU
／IBR003

https://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/jbn-
bsi/taisin/siteamplification_jpn.html

【１０倍】

【１０の１倍】

甲D201野津意見書（２）

【図１５】本件具体的疑いの検証



日本原電の地盤モデル（SGF
モデル・留萌モデル）では、
発電所敷地における地震基盤
～地表のサイト増幅特性は、1
～3倍程度しかないと主張する。

原審日本原電最終準備書面146頁

近隣の常陸那珂-U 地点での
地震観測記録に基づく、周
期0.3秒～１秒の地震基盤～
地表のサイト増幅特性は、
５倍～１０倍

地盤の非線形性の影響がない地
震観測記録が開示されれば、日
本原電による地下構造による検
討（地盤モデルの設定）につい
ての具体的疑いは、ますます、
明らかになるはずである。

【図１６】

地震観測記録に基づく比較では、発電所
敷地と常陸那珂ーUのサイト増幅特性は、
大きくは異ならない。

本件具体的疑いの検証



日本原電の主張
断層モデルによる方法（地震動シミュレーション）においては、「経験的グリーン関数法」を用いており、

地盤モデルは使用していない？
断層モデルを用いた手法による地震動評価では、

想定する地震 の震源域で発生した同じ地震発生様
式の地震の敷地での観測記録で、震源特性、 伝播
経路特性及び敷地地盤の振動特性を適切に反映し
た記録を要素地震として 適切なものと評価した上
で、経験的グリーン関数法により評価されており、
地震 動評価の際には解放基盤表面以深の地盤モデ
ルは使用されておりません（甲D311・2頁）。
→解放基盤表面以浅の地盤モデルは使用している

原子力規制委員会の見解（甲D311）

東海第二発電所の断層モデルを用いた手法によ
る地震動評価では、震源近傍で発生した適切な要
素地震の観測記録が敷地で得られていることを踏
まえて、経験的グリーン関数法に基づく地震動評
価が行われています。経験的グリーン関数法では、
要素地震波としてE.L.-372mの地震観測記録から
適切な観測地震動（E+F波）を選定し、E.L.-
370mの解放基盤表面におけるはぎとり解析により
得られた解放基盤波（2E波）を用いて波形合成を
行っています。はぎとり解析では、解放基盤表面
以浅（E.L.8m～E.L.-370m）の地盤モデル（図
１）が用いられております（甲D311・４頁） 。

【図１７】



日本原電の主張
断層モデルによる方法（地震動シミュレーション）においては、「経験的グリーン関数法」を用いており、

地盤モデルは使用していない？
「震源を特定せず策定する地震動」に係る留

萌地震については、 同地震の震源近傍に位置す
るK-NET港町観測点（HKD020）のS波速度
938m/sの 基盤層において地震動（基盤地震
動）が評価されていることから、東海第二発電 
所の地盤特性の影響を考慮して、基盤層（S 波
速度 938m/s）に相当する E.L. 655m に留萌地
震の基盤地震動を入力することにより、E.L.-
370m の解放基盤表 面における地震動が評価さ
れています。
上記のとおり、「震源を特定せず策定す る地

震動」の評価では、E.L.-655mに留萌地震の基
盤地震動を入力する必要があ ることから、別途、
1000mボーリング孔の深度1000m（E.L.-
992m）に設置した地 震計による地震観測記録
を用いて、解放基盤表面以深の地盤モデルにつ
いて追加の地盤同定解析により設定された留萌
地震評価用の地盤モデルが使用されて おります
（図２）。

原子力規制委員会の見解（甲D311：３頁）

【図１８】



【地震動観測記録の開示についての原審の経緯】
２０１９年（令和元年）１０月７日付一審原告ら当事者照会
一審原告らは、一審被告の主張する安全評価の合理性を検証するため、敷地内で収

集した地震観測記録のデジタルデータ（元データ）の開示を求めてきた。

２０２０年（令和２年）２月２１日 日本原電準備書面(16)
「提出の必要性が無い」

２０２１年（令和３年）３月１８日 水戸地裁判決
（一審原告らは、審理スケジュールの都合から、文書提出命令等の司法的判断を
経ることなく結審することに同意した。避難計画の不備によって一審原告が勝
訴したが、地震動については一審原告の主張は認められなかった。）

【地震動観測記録の開示についての控訴審の経緯】
２０２１年（令和３年）８月３１日付 一審原告控訴理由書(2)５８頁～６５頁
（一審原告らは改めて開示を求めた）

２０２１年（令和３年）１２月２１日 日本原電控訴答弁書７頁
「一審原告らの模索的な求めに応ずる考えにない」として拒否し続けている

【図１９】



周波数ごとの地震動の比較を行うためには、地震動観測データをスペクトル（周波数）ごとに分解してフーリエ解
析を行う必要があり、そのためには、デジタル記録の開示が必要不可欠である。
一審被告は、2025年3月30日に紙ベースで地震観測記録の時刻歴波形を提出した（丙Ｄ２６３）。
しかし、開示された紙の記録からはフーリエ変換を行うことは不可能である。

そもそも、一審被告が提出した地震観測記録の時刻歴波形（丙Ｄ２６３）は、元は、すべて一審被告が保有している
デジタルデータなのであり、一審被告はそのデジタルデータを加工し、チェックし、レイアウトし、印刷して提出し
ているのである。そのような面倒なことをせずに、元のデジタルデータをそのまま提出する方が、よほど簡単なこと
である。
地震動観測記録のデジタルデータの公表しないのは、公表すると不利なことやごまかしが明らかになるからである。

【図２０】
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